
新規助成対象項目含む支援対象機器の内容一覧

支援対象機器 漁船用エンジン その他の機器 人力作業機械化 付加価値向上等の機器
養殖業その他の漁業種類への

兼業又は転換に資する機器
漁船用エンジン その他の機器

助成内容

船上において、被代替機器に比

べ、連続出力が向上すること等で

KPI目標達成が認められるエンジン

の導入

船上または陸上において、被代替

機器より漁業所得が向上など性能

アップすること等でKPI目標達成が

認められる機器の導入

人力での作業内容を機械化するこ

とでより効率的かつ生産性向上に

なる等でKPI目標を達成することが

認められる機器の導入

新しく漁獲物の付加価値向上等の

取組を始めるため、従来の操業で

は使用していない機器の導入によ

りKPI目標が達成することが認めら

れる機器の導入

現在（計画申請時点）、実施して

いる漁業種類から、養殖業その他

の漁業種類への兼業または転換す

ること等でKPI目標を達成すること

が認められる機器の導入

船上において、被代替機器に比

べ、５％以上の省エネ効果等によ

りKPI目標達成が認められるエンジ

ンの導入。（最新リスト外の機種

は10％以上の省エネ効果）

船上または陸上において、被代替

機器より10％以上の省エネ効果等

によりKPI目標達成が認められる機

器の導入

被代替機器 要 要 不要

無いことが条件

（有る場合は、「その他の機器」での申請

を検討ください）

無いことが条件

（有る場合は、「その他の機器」での申請

を検討ください）

要 要

組合長または

広域委員会長の証明書
不要 不要 要 要 要 不要 不要

機器評価に係る提出書類

・仕様性能証明書

被代替機器、導入機器のメーカー

のカタログまたは性能表

・仕様性能証明書

被代替機器、導入機器のメーカー

のカタログまたは性能表

・人力作業機械化証明書

導入機器のメーカーのカタログま

たは性能表

・付加価値向上等の機器証明書

導入機器のメーカーのカタログま

たは性能表

・養殖業その他の漁業種類への

兼業又は転換に資する機器証明書

導入機器のメーカーのカタログま

たは性能表

基準適合証明書

被代替機器、導入機器のメーカー

のカタログまたは性能表

基準適合証明書

または仕様性能証明書

被代替機器、導入機器のメーカー

のカタログまたは性能表

導入対象機器（例） 船内機、船内外機、船外機
海苔乾燥機、昆布乾燥機、LED、

魚群探知機、船用クレーン等

ほたて貝洗浄機、揚網機、

自動釣り機、自動選別機等

海水冷却装置、

酸素ガス発生装置等

自動給餌機、イカ釣り機、

揚網機類等
船内機、船内外機、船外機

昆布乾燥機、海苔乾燥機

魚群探知機、船用クレーン等

備　考

船内機のオプションのマリンギア

等のクラッチ（助成対象）を同時

に導入する場合は、製品名や型式

を見積書等に記載

複数の機器が単独使用ではなく、

機器同士が接続されたシステムと

して証明された機器は、設計図等

のメーカー証明書類を添付

実際に人力で行っている作業から

の機械につき、人力作業が分かる

写真の貼付が必要

エンジン以外の機器

※付加価値の証明が難しい場合

は、漁協内などの事例や類似した

機器の成功例を記載

支援対象機器は、兼業・転換のた

めに不可欠な機器であること

採介藻や定置網漁業、自由漁業の

場合は、魚種の変更も記載。

漁業権の取得など漁業種類の兼

業・転換が年度内にできない場合

は、年度越えの申請が必須。

船内機のオプションのマリンギア

等のクラッチ（助成対象）を同時

に導入する場合は、製品名や型式

を見積書等に記載

複数の機器が単独使用ではなく、

機器同士が接続されたシステムと

して証明された機器は、設計図等

のメーカー証明書類を添付

生産性向上に資する機器等 省力・省コスト化に資する機器New New


